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中小企業信用保険法に基く船舶貸渡業特定業種指定について 

     

 信用保険法に基づく特定業種の指定については、現在まで原材料の価格高騰（原油高）

による緊急保証制度としてオペレーターのみが指定されていましたが、予てより船舶貸渡

業についても   指定を強く要望していた処、今般別紙(緊急保証の特定業種指定につい

て、（通番４３)の通り、２１．２/２７～２２．３/３１の間指定されましたので取り急

ぎご連絡いたします。 

 

 本制度は、担保力、信用力が不足している中小企業者に対する事業資金の融通を円滑に

するため、各都道府県にある信用保証協会が、事業者の金融機関からの借り入れに保証を

行う制度です。 

 

  更に需要の著しい減少を生じている等の業種については４半期（３ヶ月）毎に特定業種

の指定により、保証限度額について倍額の融資を受けることが出来ることとなっていま

す。 

 

   【業種指定の効果】 

 

     ・保証限度額の増加 

一般保証限度額 

・普通保証      2億円 

・無担保保証    8,000万円 

・特別小口保証  1,250万円 

 

 

  ＋ 

 

特別保証限度額 

・普通保証      2億円 

・無担保保証    8,000万円 

・特別小口保証  1,250万円 

 

     ・保証率の軽減 

    

 尚、本指定は３ヶ月毎の実態調査に基づいて行われることから、組合員各位の調査協力

が必要不可欠となりますので、ご承知いただきますよう宜しくお願い致します。 

 

以 上 










